
｣

生
計
を
維
持
す
る
者
が
扶
養
す
る
子
の
人
数
(申
請
者
を
含
む
｡)

□
１
人

□
２
人

□
３
人

□
４
人

□
そ
れ
以
上
(

)
人

生計を維持する者 申請者を除く家族の状況 家族

第

四

百

八

十

二

号

令

和

六

年

四

月

五

日

氏
名

現
住
所

氏
名

現
住
所

続
柄

現
住
所

〒
―

〒
―

氏
名

〒
―

続
柄

電
話
番
号

(
)

続
柄

電
話
番
号

(
)

歳

年
齢

電
話
番
号

(
)

職
業

勤
務

先

(

金
曜
日)

円

年
収
(税
込
)

目

次

規

則

○
清
流
の
国
ぎ
ふ
大
学
生
等
奨
学
金
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

(

地
域
振
興
課)

一
四
七
ぺ
ー
じ

告

示

○
恵
那
峡
県
立
自
然
公
園
の
公
園
計
画
の
変
更

(

環
境
生
活
政
策
課)

一
四
八

○
恵
那
峡
県
立
自
然
公
園
の
公
園
事
業
の
決
定

(

同

)

一
四
八

○
道
路
の
区
域
変
更

(

道
路
維
持
課)

一
四
八

○
土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定
解
除

(
砂

防

課)

一
四
九

○
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定
解
除

(
同

)

一
四
九

○
土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定

(

同

)

一
四
九

○
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定

(

同

)

一
五
〇

○
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定

(

中
濃
農
林
事
務
所)

一
五
〇

公

示

○
土
地
改
良
区
役
員
の
就
任

(

岐
阜
農
林
事
務
所)

一
五
一

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

(

下
呂
農
林
事
務
所)

一
五
一

規

則

清
流
の
国
ぎ
ふ
大
学
生
等
奨
学
金
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
六
年
四
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
三
十
八
号

清
流
の
国
ぎ
ふ
大
学
生
等
奨
学
金
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

清
流
の
国
ぎ
ふ
大
学
生
等
奨
学
金
条
例
施
行
規
則(

平
成
二
十
八
年
岐
阜
県
規
則
第
二
十
六
号)

の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
三
項
及
び
第
六
条
第
一
項
第
五
号
中｢

収
入｣

を｢

所
得｣

に
改
め
る
。

別
記
第
一
号
様
式
表
面
中

｢

を

｣
｢

に
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
六
年
四
月
五
日



改
め
、
同
様
式
表
面
備
考
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２
生
計
を
維
持
す
る
者
が
扶
養
す
る
子
の
人
数
欄
は
､
提
出
す
る
所
得
・
課
税
証
明
書
に
記
載

さ
れ
て
い
る
時
点
の
人
数
を
記
入
す
る
こ
と
｡

別
記
第
一
号
様
式
裏
面
添
付
書
類
第
六
号
中｢収

入
｣

を｢所
得
｣

に
、｢書

類
｣

を｢書
類
(所

得
・
課
税
証
明
書
)
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

岐
阜
県
告
示
第
百
八
十
六
号

岐
阜
県
立
自
然
公
園
条
例(

昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
条
例
第
四
十
五
号)

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
恵
那
峡
県
立
自
然
公
園
の
公
園
計
画
の
一
部
を
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
概
要
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

な
お
、
変
更
後
の
公
園
計
画
は
、
岐
阜
県
環
境
生
活
部
環
境
生
活
政
策
課
、
恵
那
県
事
務
所
及
び
恵

那
市
役
所
に
備
え
置
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
四
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

公
園
計
画
の
変
更
事
項

利
用
施
設
計
画
に
次
の
単
独
施
設
を
追
加
す
る
。

種

類

宿
舎

位

置

恵
那
市
大
井
町
字
奥
戸(

恵
那
峡
南
側
周
辺)

岐
阜
県
告
示
第
百
八
十
七
号

岐
阜
県
立
自
然
公
園
条
例(

昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
条
例
第
四
十
五
号)

第
七
条
の
三
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
恵
那
峡
県
立
自
然
公
園
の
公
園
事
業
の
一
部
を
決
定
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
、
そ
の
概
要
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
四
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

公
園
事
業
の
決
定
事
項

一

施
設
の
種
類

宿
舎

二

位
置

恵
那
市
大
井
町
字
奥
戸(

恵
那
峡
南
側
周
辺)

三

規
模

区
域
面
積

〇
・
二
六
ヘ
ク
タ
ー
ル

最
大
宿
泊
者
数

二
十
人
／
日

岐
阜
県
告
示
第
百
八
十
八
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
四
月
五
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持
課
及

び
岐
阜
県
揖
斐
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
四
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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県
道

道
路
の
種
類

中
之
元

古

川
線

路
線
名

揖
斐
郡
大
野
町
大
字
野
字
木

ノ
下
七
四
三
番
一
地
先
か
ら

揖
斐
郡
大
野
町
大
字
野
字
木

ノ
下
七
四
三
番
一
地
先
か
ら

同

郡
同

町
大
字
同
字
同

七
四
四
番
一
地
先
ま
で

区

間

後 前 区
域
変
更
前
後
別��･�〜��･� ��･�〜��･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)��･� ��･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考



岐
阜
県
告
示
第
百
八
十
九
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定(

令
和
元
年
岐
阜
県
告
示
第
百
三
号)

の
う
ち
次
の
区
域
の
指
定
を
解

除
す
る
の
で
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律(

平
成

十
二
年
法
律
第
五
十
七
号)
第
七
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す

る
。

令
和
六
年
四
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
、
岐
阜
県
恵
那
土
木
事
務

所
及
び
恵
那
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
百
九
十
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号)

第
九
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定(

令
和
元
年
岐
阜

県
告
示
第
百
四
号)

の
う
ち
、
次
の
区
域
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
四
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
、
岐
阜
県
恵
那
土
木
事
務

所
及
び
恵
那
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
百
九
十
一
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号)

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
の
で
、

同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
四
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
、
岐
阜
県
美
濃
土
木
事
務

所
及
び
関
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
百
九
十
二
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号)

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
の
で
、

同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
四
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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区

域

の

名

称

串
原
１

区

域

の

名

称
同

郡
同

町
大
字
同
字
同

七
四
五
番
五
地
先
ま
で

区

域

の

所

在

地

恵
那
市
串
原

区

域

の

所

在

地

区
域
の
表
示
及

び
建
築
物
に
作

用
す
る
と
想
定

さ
れ
る
衝
撃
に

関
す
る
事
項

次
の
図
の
と
お
り

区
域
の
表
示

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類

区

域

の

名

称

倉
知
16

倉
知
15

倉
知
10

区

域

の

名

称

串
原
１

区

域

の

所

在

地

関
市
倉
知

関
市
倉
知

関
市
倉
知

区

域

の

所

在

地

恵
那
市
串
原

区
域
の
表
示

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

区
域
の
表
示

次
の
図
の
と
お
り

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類

土
石
流

土
石
流

急
傾
斜
地
の
崩
壊

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊



(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
、
岐
阜
県
恵
那
土
木
事
務
所

及
び
恵
那
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
百
九
十
三
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号)

第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る

の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
四
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
、
岐
阜
県
美
濃
土
木
事
務

所
及
び
関
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
百
九
十
四
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号)

第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る

の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
四
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
、
岐
阜
県
恵
那
土
木
事
務

所
及
び
恵
那
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
百
九
十
五
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
森
林
を
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示

す
る
。令

和
六
年
四
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

関
市
上
之
保
字
小
山
四
一
六
の
一

二

指
定
の
目
的

落
石
の
危
険
の
防
止

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
中
濃
農
林
事
務
所
及
び
関
市
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)
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倉
知
16

倉
知
15

倉
知
10

区

域

の

名

称

串
原
１

関
市
倉
知

関
市
倉
知

関
市
倉
知

区

域

の

所

在

地

恵
那
市
串
原

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

区
域
の
表
示
及

び
建
築
物
に
作

用
す
る
と
想
定

さ
れ
る
衝
撃
に

関
す
る
事
項

次
の
図
の
と
お
り

土
石
流

土
石
流

急
傾
斜
地
の
崩
壊

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

串
原
１

区

域

の

名

称

恵
那
市
串
原

区

域

の

所

在

地

次
の
図
の
と
お
り

区
域
の
表
示
及

び
建
築
物
に
作

用
す
る
と
想
定

さ
れ
る
衝
撃
に

関
す
る
事
項

急
傾
斜
地
の
崩
壊

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類



○
土
地
改
良
区
役
員
の
就
任

土
地
改
良
法(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
任
を
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ

り
公
示
す
る
。

令
和
六
年
四
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

就
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

就

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

金
谷
井
水

土
地
改
良

区

令
和�･�･�
監
事

西

垣

衛

岐
阜
市
中
西
郷

一
六
九
番
地

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
八
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
六
年
四
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

退
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

退

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

萩
原
町
川

西
南
部
土

地
改
良
区

令
和�･�･��
理
事

田

中

登

下
呂
市
萩
原
町
西
上
田

一
一
一
一
番
地

同

小

林

良

一

下
呂
市
萩
原
町
西
上
田

一
一
〇
八
番
地

同

日
下
部

義

一

下
呂
市
萩
原
町
西
上
田

七
五
八
番
地

同

島

尻

光

男

下
呂
市
萩
原
町
跡
津

一
九
九
番
地

同

黒

木

利

夫

下
呂
市
萩
原
町
跡
津

四
八
番
地

同

桂

川

芳

文

下
呂
市
萩
原
町
西
上
田

三
三
二
番
地
一

同

黒

木

孝

下
呂
市
萩
原
町
西
上
田

六
一
番
地
三

同

日
下
部�

多
治
見
市
本
町
一
丁
目
一
二
二
番
地

ミ
ッ

ド
ラ
イ
ズ
タ
ワ
ー
多
治
見
二
一
〇
二

監
事

和

田

弘

和

下
呂
市
萩
原
町
西
上
田

一
四
七
七
番
地

同

熊�
和

好

下
呂
市
萩
原
町
西
上
田

七
〇
九
番
地

同

熊�
義

弘

下
呂
市
萩
原
町
跡
津

一
一
四
番
地

就
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

就

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

萩
原
町
川

西
南
部
土

地
改
良
区

令
和�･�･�
理
事

奥

田

嘉

明

下
呂
市
萩
原
町
西
上
田

四
六
四
番
地

同

桂

川

利

春

下
呂
市
萩
原
町
西
上
田

四
六
二
番
地

同

島

尻

総

一

下
呂
市
萩
原
町
萩
原

七
三
四
番
地

同

日
下
部

丈

仁

下
呂
市
萩
原
町
西
上
田

八
六
三
番
地

同

熊�
公

彦

下
呂
市
萩
原
町
西
上
田

二
三
六
番
地

同

阪

中

康

昌

下
呂
市
萩
原
町
西
上
田

三
一
八
番
地

同

奥

田

孝

男

下
呂
市
萩
原
町
跡
津

四
九
四
番
地
一

同

青

木

由

明

下
呂
市
萩
原
町
跡
津

三
四
九
番
地
一

監
事

田

中

隆

彦

下
呂
市
萩
原
町
西
上
田
一
〇
〇
一
番
地
一

同

丹

羽

智

之

下
呂
市
萩
原
町
西
上
田
一
〇
二
二
番
地
二

同

泉

田

陽

亮

下
呂
市
萩
原
町
西
上
田
一
五
九
四
番
地
二
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目
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